
4月4日（月）、国土交通省航空局は、政府の水際対策の方針の見直し
に基づき、国際線到着便の搭乗者数について、4月10日（日）より緩和
することを発表しました。
このような緩和策は、経済活動の再開・活性化につながり、航空関連

産業の経営状況改善にも直結するものです。航空連合は、水際対策に
関し、世界各国の動きに遅滞なく対応し、入国者制限を段階的に緩和
することを強く求めてきており（※）、今回の対応はそれに沿ったもの
といえます。
引き続き、航空関連産業の回復と再成長に向け、政策実現につながる

取り組みをおこなっていきます。
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2022年3月1日～

8,750名以下／週

2021年8月16日～

6,100名以下／週

2021年3月8日～

3,400名以下／週

【本邦航空会社に要請されている国際線到着便の搭乗者数（週あたり）】

2022年3月14日～

12,250名以下／週

2022年4月10日～

17,500名以下／週
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